
市第５号議案 

京浜臨海部守屋・恵比須地区研究開発拠点施設整備・運営等事業者選定委員会条例の制定  

 

 

１ 趣旨 

京浜臨海部守屋・恵比須地区の研究開発の拠点としての機能を強化することを目的とした施

設の適正な整備及び運営等を図るため、市長の附属機関として、「京浜臨海部守屋・恵比須地区

研究開発拠点施設整備・運営等事業者選定委員会」を設置します。 

 

２ 委員会の概要 

所掌事務 

 市長の諮問に応じて、次の事項について調査審議し、答申し、又は意見

を具申します。 

(1) 研究開発拠点施設の整備、運営及び維持管理を行う事業者の選定に関

すること 

(2) その他研究開発拠点施設の整備、運営及び維持管理に関し市長が必要

と認める事項 

委  員 

構成：学識経験者等 ７人以内 

（産業政策・企業誘致、都市計画、金融・財政、会計・財務の分野

を想定） 

任期：事業者の選定に係る答申を市長が受けた日まで 

施 行 日 公布の日 

失 効 日 事業者の選定に係る答申を市長が受けた日限りで効力を失う 

 

３ スケジュール（予定） 

28年度  事業者公募、事業予定者決定・契約 

29年度  施設整備着手 

 

 

（参考）事業予定者選定の流れ 

 

 

 

 

 

 

●本市施策上の位置付け 

・中期４か年計画 

京浜臨海部：「研究開発拠点としての機能強化」 

・成長分野育成ビジョン 

守屋・恵比須地区：「研究機能への転換による新たな研究開発拠点の形成」 

 

●研究開発拠点施設整備の概要（想定） 

公募予定地の

概要 

所在地 神奈川区恵比須町 2 番 10 外 

地 積 約 4,600 ㎡ 

用途地域等 工業専用地域（60％、200％）、臨港地区（工業港区） 

事業主体 公募により、施設の整備、運営及び維持管理を行う事業者を選定 

土 地 市から事業者へ貸付け（事業用定期借地 20 年程度） 

施設規模 延床面積 8,000 ㎡程度（地上４階程度） 

導入機能 研究開発機能 
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資料１ 

国際・経済・港湾委員会 

配 付 資 料 

平 成 2 8 年 ６ 月 １ 日 

経 済 局 

●公募予定地について 

 公募予定地は、土地交換により昭和電工株式会社から取得した約 4,400 ㎡の土地と、

国から取得予定の約 200 ㎡の土地の合計約 4,600 ㎡となります。 

＜土地交換の概要＞ 

  Ｈ27.12.21  昭和電工株式会社と土地交換仮契約締結 

         交換受地：神奈川区恵比須町所在（昭和電工所有地）約 4,400 ㎡ 

交換渡地：同町所在（不整形な市有地（JR貨物線跡地））約7,200㎡   

  Ｈ28.2.24  平成 28 年第１回市会定例会での議決により、本契約として発効 

  Ｈ28.3.25  所有権移転、土地引渡し 

公募予定地 

（約 4,600 ㎡） 

位置図 ＪＲ・京急 新子安駅 


